
文書管理システム導入業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

 

文書管理システム導入業務（以下、「業務」という。）の内容並びに業務に係る公募型プロ

ポーザルの各種手続、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。 

 

第１ 目的 

本件は、働き方改革に資する取組として、行政事務の根幹である文書事務について、

文書のライフサイクル（収受・起案・供覧・決裁・施行・保管・保存・廃棄）を電子化

して一元管理するシステムを導入し、公文書の更なる適正管理や文書保存場所の省ス

ペース化、業務効率化、ペーパーレス化、テレワーク等を推進することを目的としてい

る。 

 

第２ 業務概要 

1. 業務名 

文書管理システム導入業務 

2. 業務内容 

(1) システムの構築、環境設定及びデータセットアップ 

(2) システムの導入に伴う新たな運用手段を定めるために必要な提案及び助言 

(3) システム導入後の文書事務運用の円滑な移行に必要な職員への支援 

※ その他詳細については別紙「文書管理システム導入業務 仕様書」のとおり。 

3. 履行期間 

契約締結日から令和８年３月 31 日まで 

※ システム運用期間は、令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５年間と

し、本業務とは別に保守運用を含んだシステム保守業務委託契約を締結する。 

4. 見積価格上限額等 

(1) 初期導入経費 

18,151,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

(2) システム運用経費（利用料・保守料 令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日

まで）34,340,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。）2 年目以降の人事異動

の登録業務を含む。 

※ この金額は提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格を示すものではな

い。また、契約締結に当たって上記金額を超えることは認めない。 

 

 

 



第３ 担当部署 

〒066‐8686 千歳市東雲町２丁目３４番地 

   千歳市総務部主幹（働き方改革推進担当） 本庁舎地階 Ｂ11 番窓口 

   TEL  0123‐24‐0025 

   FAX 0123‐22‐8854 

   e-mail hatarakikata@city.chitose.lg.jp 

 

第４ 参加資格要件 

公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次のす

べての要件を満たしていること。 

(1) 千歳市競争入札参加資格者名簿に登録があること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

(3) 公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても、千歳市競争入札参

加資格者指名停止措置要綱（平成 14 年 12 月 18 日千歳市長決裁）に基づく指名停

止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

でないこと。 

(5) 千歳市暴力団排除条例（平成 26 年千歳市条例第１号）に規定する暴力団員等でな

いこと及び暴力団員等との関係を有していない者であること。 

(6) 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）または、プライバシーマー

クの付与認定等を保持していること。 

(7) 提案するシステムは、過去 5 年以内に本市と同等又はそれ以上の規模の自治体で

の導入実績を有すること（令和７年４月１日時点で稼働しているものに限る）。 

 

第５ 参加表明手続 

1. 参加表明書の提出 

参加希望者は、次のとおり参加表明書及び資料（以下「参加表明書等」という。）を提

出しなければならない。 

なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認め

られた場合は、このプロポーザルに参加することができない。 

(1) 提出書類 

① 参加表明書（様式 1-1） 

② 市町村税の未納又は滞納がないことの証明書の写し 

※ 上記証明書の発行日は、参加表明書の提出から 3 か月以内のもの 
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③ 国税の納税証明書（その３の３「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納

又は滞納がないことの証明書）の写し 

※ 上記証明書の発行日は、参加表明書の提出から 3 か月以内のもの 

④ 直近５年以内で、本業務に類似する業務を受託した実績がある場合のみ、参加表

明書に業務実績調書（様式 1-2）を添付して提出すること。 

(2) 提出期限  令和７年８月 12 日（火）午後５時まで 

(3) 提出場所  第３に同じ 

(4) 提出方法   

持参又は郵送によること。ただし、郵送の場合は、受付日時及び配達されたことが

証明できる方法によることとし、上記（2）に記載する提出期間内に到着したものに

限る。なお、郵便事故等について、市はその責任を一切負わない。 

(5) 提出書類作成時の留意事項 

参加表明書等については、返却しない。また、本プロポーザルの参加に要する一切

の経費は応募者の負担とする。 

2. 参加資格の確認等 

(1) 参加資格要件の確認及び企画提案書提出依頼 

第４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和７年８月 15 日（金）ま

でに次に掲げる事項を記載した参加資格要件確認結果通知書を送付する。 

① 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び企画提案書の

提出を依頼する旨 

② 参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次の通り書面（様式は任

意）により市長に対し説明を求めることができる旨 

(2) 参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次のとおり書面（様式は任

意）により市長に対し説明を求めることができる。 

① 提出期間  令和７年８月 22 日（金）までの休日を除く、午前９時から午後５

時まで 

② 提出場所  第３に同じ 

③ 提出方法  書留又は簡易書留による郵送 

      電子メール、ファクシミリによるものは受け付けない。 

(3) 市長は、（2）の説明を求められたときは、令和７年８月 25 日（月）までに説明を

求めた者に対し理由説明書を通知する。 

 

第６ 企画提案書作成要領 

企画提案書の提出を依頼された者（以下「企画提案者」という。）は、次に定めると

ころにより企画提案書を作成し、提出するものとする。 

1. 提案内容 



企画提案は、次の事項について提案すること。 

(1) 提案者概要 

会社規模、本社・営業所所在地、事業内容等を記載すること。 

(2) 導入実績 

提案するシステムの他自治体での導入実績、現在本市で使用している内部事務シス

テム「IPKNOWLEDGE」（富士通社製）との連携実績や連携が可能であること、一般

財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）の定める地域情報プラットフォーム準拠

登録にて、準拠登録製品マーク（ブルーマーク）の認定の実績をそれぞれ記載すること。 

(3) 導入概要 

業務工程表、業務実施体制、提案システムの特徴、システム構成等を記載すること。 

(4) 基本方針・導入効果 

① 本市の導入目的を踏まえ、本業務の実施に対する基本的な考え方等を記載する

こと。 

② システム導入によりもたらされる効果について記載すること。 

(5) 見積及び積算内訳に関する項目 

 導入費用については、以下の費用を含むものとし、内訳金額を明記すること。 

① システム初期導入経費（初期導入に係る人件費、開発費、作業費等） 

② 令和8 年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５年分のシステム運用経費（ラ

イセンス料等）の合計額を記載すること。 

③ 別紙「文書管理・電子決裁 機能要件一覧」において、カスタマイズが発生する

場合の費用は、積算根拠に含めること。 

(6) 具体的内容 

① システムに求める機能 

(ア) 別紙「文書管理・電子決裁 機能要件一覧」に市が求める機能について対応可

否を記載すること。 

(イ) 「文書管理・電子決裁 機能要件一覧」に記載されている以上の特徴的な機能

があれば記載すること。 

② データ移行・容量 

本市文書データ（ファイル基準表等）の移行、他社システム変更時のデータ引継ぎ

方法について記載すること。 

③ セキュリティ対策 

ログイン認証やアクセス権、バックアップや不正アクセス対策等のセキュリティ

対策全般について記載すること。 

④ 障害対応及び保守体制 

システムに係る問合せ対応窓口や緊急時の連絡体制・対応等について記載するこ

と。 



⑤ 運用・保守支援 

(ア) 人事異動や組織改編による更新や年度切替処理への支援体制等について記載

すること。 

(イ) ヘルプデスク対応などのシステム安定稼働・運用に係る体制等を記載すること。 

⑥ 導入・業務効率化支援 

(ア) システム稼働前職員説明会など、操作研修等について効果的な手法を記載する

こと。 

(イ) 本市文書管理規定の見直しや今後の電子文書管理の運用ルール策定に係る支

援策等について記載すること。 

⑦ 他システム連携 

(ア) 本市既存の内部事務システムとの連携方法、連携により可能となる処理等につ

いて記載すること。 

(7) その他提案すべき事項 

上記項目以外で、本市にとって有意な提案等について記載すること。 

2. 企画提案書の書式 

企画提案の提出は、企画提案書提出届（様式３-２）に次の書類を添付して行うこと。 

(1) 企画提案書別紙（会社概要、実績調書、ネットワーク構成、文書管理システムの概

要等）[任意書式] 

表紙に件名、称号又は名称を記載し、用紙の規格はＡ４版・カラー印刷とする。 

(2) 見積書及び積算内訳[任意様式] 

3. 提出方法等 

(1) 提出期限  令和７年８月 27 日（水）午後５時まで 

(2) 提出場所  第３に同じ。 

(3) 提出方法  持参又は郵送によること。 

        電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。 

(4) 提出部数  10 部 

4. 企画提案書等の著作権の取扱い 

(1) 企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するが、該当プロポー

ザルに伴い生じた著作権等の権利及び物件があるときは、市に帰属すること。 

(2) 市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるとき

は、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものと

する。 

(3) 提出された企画提案書は、千歳市情報公開条例（平成５年千歳市条例第 14 号）の

規定により、個人情報、法人情報等で非公開とされる情報を除き、情報公開の対象

となること。 

第７ 質疑応答 



(1) 参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合は、次のとおり質疑応

答書により提出すること。 

① 提出書類  質疑応答書（様式４） 

② 提出期間  令和７年８月 22 日（金）までの休日を除く、午前９時から午後５   

時まで。 

③ 提出場所  第３に同じ。 

④ 提出方法  郵送又は電子メールにより提出すること。 

(2) (1)の質疑応答書は、質問者及び回答日において参加表明書を提出している者に対

して、書面により回答するものとする。また、本市ホームページ上に当該回答内容

を公開する。 

 

第８ 失格事項 

次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 

(1) 第４の参加資格要件を満たしていない場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等

の条件に適合しない書類の提出があった場合 

(4) 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

第９ 企画提案書の審査方法及び評価基準 

1. 審査委員会の設置 

企画提案書の審査、評価及び候補者の特定を行うため、文書管理システム導入業務委託

プロポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）を設置する。 

2. プレゼンテーションの実施 

審査委員会において、提案内容をより理解するため、企画提案書に係るプレゼンテーシ

ョンを次のとおり行う。 

(1) 実施方法 

① プレゼンテーションは、企画提案書等の内容に基づいて説明を行い、質疑応答に

ついても対応すること。 

プレゼンテーションに必要な機器（スクリーン及びプロジェクターは市が用意

する。）は参加者が用意すること。 

② 1 者ずつの呼び込み方式とし、1 者の持ち時間は事前準備 10 分、システム説明

及びデモンストレーション等で 30 分、質疑 20 分の計 60 分以内とする。 

③ 企画提案追加資料の配布は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案や

写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。 

④ プレゼンテーションの説明者は補助者を含めて３名までとし、原則として本件



を主に担当する者が行うこと。 

⑤ 欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価及び特定から除外する。 

(2) 実施日及び場所 

第５で示した、企画提案書提出依頼時に併せて通知する。 

3. 評価項目及び評価基準 

企画提案書及びプレゼンテーション等により、次の評価項目について、別紙で示す評価

基準に基づき審査及び評価を行う。 

(1) 事業者に関する項目（配点 10 点） 

導入実績、実施体制について総合的に判断する。 

(2) 企画提案書、プレゼンテーションに関する項目（配点 70 点） 

あらかじめ設定した評価基準に基づき、総合的に判断して各評価項目を採点する。 

(3) 見積価格に関する項目（配点 20 点） 

積算根拠の明確性について総合的に判断する。 

4. 受注候補者の特定 

審査委員会において、３．の審査及び評価により、各委員の評価点の合計を加算し順位

をつけ、最も評価点の高い者を受注候補者として特定する。 

この場合において、委員の評価点の最も高い者が複数であるときは、審査委員会の審議

により候補者を特定するものとする。 

応募が４社以上となった場合には、事前に提案書類による書類審査を行う場合がある。

その場合、書類審査を通過した者のみがプレゼンテーション及び質疑応答による審査に

進むこととする。書類審査を実施する場合においては、参加資格結果の通知の際に通知す

るものとする。 

１者応募の場合は、各委員の評価点が満点の原則７割以上を獲得し、審査委員会の審議

により候補者を特定するものとする。 

5. 審査結果の通知 

(1) 受注候補者を特定したときは、速やかに企画提案者に対し、次の事項を通知するも

のとする。 

① 受注候補者 

② 評価点数 

③ 受注候補者にあっては、今後の契約手続きの旨 

④ 受注候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理由

について説明を求めることができる旨 

(2) 受注候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面（様式は任意）

により市長に対し説明を求めることができる。 

① 提出期限  (1)の通知があった日の翌日から５日以内までの休日を除く、午前   

９時から午後５時まで。 



② 提出場所  第３に同じ 

③ 提出方法  事前に連絡の上、書留又は簡易書留による郵送 

           電子メール、ファクシミリによるものは受け付けない。 

(3) 市長は、(2)の説明を求められたときは、令和７年９月 16 日（火）までに説明を求

めた者に対し理由説明書を通知する。 

6. 審査結果の公表 

受注候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする。 

(1) 受注者候補及び評価点数 

(2) 全ての企画提案者の評価点数（ただし、受注候補者以外の名称は秘匿とする。） 

(3) 受注候補者の特定理由 

 

第 10 契約に関する基本事項 

1. 契約の締結 

受注予定者と協議を行い、内容について合意の上、本件に係る仕様書を作成するものと

し、その仕様書に基づく見積書を徴収し随意契約の方法により契約を締結する。 

2. 契約保証金 

要する。ただし、千歳市契約規則（昭和 39 年千歳市規則第 27 号）第 27 条各号の規定

に該当する場合は、免除する。 

3. 契約書作成の要否 

要する。 

4. 支払い条件 

完了時払い又は毎月払いとする。 

 

第 11 その他 

1. 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

2. 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とす

る。 

3. 提出された書類は返還しない。 

4. 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

5. 物品の調達にあたっては、可能な限り市内企業を活用するなど、地域への人的・物的

貢献に努めること。 

 

 

 

 

 



第 12 スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。 

実施内容 実施期間又は期日 

公募開始（HP 掲載） 令和７年７月 28 日（月） 

参加表明書の提出 令和７年７月 29 日（火）から令和７年８月 12 日（火）午後５時まで 

参加資格要件確認結果

通知及び企画提案書提

出依頼 

令和７年８月 15 日（金） 

質問書の受付 

(随時回答) 
令和７年７月 28 日（月）から令和７年８月 22 日（金）午後５時まで 

企画提案書の提出 企画提案書提出依頼日から令和７年８月 27 日（水）午後５時まで 

プレゼンテーション審

査 
令和７年９月８日 

企画提案書審査結果の

通知 
令和７年９月中旬 

契約締結 令和７年 10 月上旬 

契約期間 契約締結日から令和８年３月 31 日（火） 

 


